
「薬剤師研修・認定電子システム」（通称：PECS）による 

小児薬物療法認定薬剤師 新規申請 

【注意】認定開始日は当財団で認定を許可した日となります。その他の日付（認定申請日
等）ではございませんのでご注意下さい。 

なお、認定申請後、認定許可まで1ヵ月程度要する場合があります。認定取得後の研修スケ
ジュール等を組まれている場合はそれに鑑みて、余裕をもって認定申請を行って下さい。 

ご自身のページの「研修等の修了状況」を開
いて「小児薬物療法認定薬剤師（新規）」の
欄で「小児薬物療法研修会」、「小児認定必
須実務研修」（新規認定のためのレポート）
および「小児認定試験」全てに修了日等が表
示されていることを確認して下さい。 

＊認定証は認定申請時に登録されているお名前での発行となります。認定申請後に別途変更
の連絡等されても対応することはできませんので、申請前に登録されているお名前（漢字
等）よくご確認下さい。 

＜申請の前に＞ 

①自身のページにログインし、「認定申請」を

押下して下さい。小児薬物療法認定薬剤師の欄

に緑色の「新規」のボタンが表示されていれば

新規認定申請可能です。 

この緑色のボタンを押下して下さい。 

＜新規認定申請手順＞ 

②「小児薬物療法研修会」が「修了」、小児

認定必須実務研修（レポート）および小児認

定試験が「合格」になっていることを確認し

たら「次へ」を押下して下さい。 

画面を戻したい場合、ブラウザーの戻るボタンは使わないでください。必ず画面の一番下に
ある「戻る」を使用して下さい 



③左図のような画面に遷移しま

す。必要事項を入力して下さい。 

＊お名前の漢字が特殊な文字の場合（旧

字体など、PECSに登録された漢字と異

なる場合）で、その文字での認定証をご

希望の場合は、その漢字の画像データ

（PDF）をご自身で作成いただく必要が

あります。 

左図の「正式な氏名の添付」の「ファイ

ル選択」を選択して、その画像データを

選択して下さい。 

⑤最後に支払方法を選択し、

「次へ」を押下して下さい 

⑥左図のような確認画面になります。 



左図はコンビニ決済を選択した場合の例

です。クレジット決済を選択した場合は

「支払方法」の下にクレジット番号等を

入力する画面が表示されます。 

最後に「申請」を押下して下さい。 

⑦左図のような画面になりま
す。クレジットの場合は即時決
済です。コンビニ決済を選択さ
れた場合は表示されている「支
払期限日」までに指定したコン
ビニでお支払い下さい。 
コンビニ決済の際には表示され
ている「決済ベンダ受付番号」
が必要です。これらはメールで
も自動通知されますが、分から
なくなっても再通知することは
できませんので、念のためにこ
の画面も印刷するなど各自対応
して下さい。 

＜認定証の送付先について＞ 

申請過程で入力されたご住所宛に送付します。申請後の送付先変更には応じられませんので、
申請後に転居等された場合は郵便局に転送届を行って下さい。受取人不在等で当財団に返送さ
れた場合の再送付は着払いでの送付になります。 

⑧支払いが完了すると左図のようなメー

ルが自動送信されます。 

但しコンビニ決済の場合、メール送信ま

で相当日数を要する場合があります。そ

の間入金状況を問合せされてもお答えで

きませんのでご了承下さい。 

審査結果はメールで自動通知されます。 

＜IDカードについて＞ 
IDカードは認定が確定した後に別途の申込になります。認定申請前や同時に申し込むことは
できません。認定確定後（審査結果メール送信後）にPECSのご自身のページにログインし、
「IDカード発行申請」から申し込んで下さい。 


